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分析結果のまとめ

○ 級地の階級数に関しては、令和２年度に実施した委託事業「生活保護基準における級地制度に係る
調査研究等」のとりまとめによれば、「一般低所得世帯の生活扶助相当支出額の階層間較差と1987年
当時の基準額の級地間較差とを比べると、地域間の較差が小さいことや、級地の階級数を４区分以上
とした場合には、隣接級地間で有意な較差が認められないことを踏まえると、級地の階級数を３区分
程度にまで減らすことも検討されるべきではないか」とされている。
本部会では、この調査研究事業でとりまとめられた結果を基に審議を行った結果、階層化結果を用

いた分析手法に留意点はあるものの、少なくとも階級数については６区分とする必要があるという結
果は得られなかったことを確認した。

○ もとより級地制度は極めて地域的な問題でもあるので、厚生労働省において級地のあり方を検討す
るにあたっては、本部会における審議内容を踏まえ、また、その基となった分析内容と矛盾のないよ
うに留意し、被保護世帯の生活実態を考慮しつつ、現場を把握し保護の実施責任を持つ福祉事務所を
管理する自治体等と適切かつ丁寧に調整されたい。


